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原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第２０条第３項に基

づく平成２３年５月１３日付け指示について、下記のとおり要請する。

記

次に掲げる品目について、出荷制限を解除すること。

１ 福島県国見町及び天栄村において産出されたたけのこ

２ 解除を申請する理由：別紙参照

別添２



出荷制限解除後の検査計画と出荷管理

１ 出荷制限を解除する範囲

たけのこ：国見町及び天栄村

２ 現在までの検査結果

（１）国見町

５月１２日の検査結果において、国見町光明寺の検査地点から暫定規制値を超える放射

性物質が検出されたことから、国見町の「たけのこ」のモニタリング調査の強化と、今後

の出荷制限指示解除に向けた検証のため 「たけのこ」の発生状況を竹林所有者等に確認、

しながら 「たけのこ」が発生している箇所はすべて検査するとの方針により、以下の３、

、 。箇所について検査を行った結果 ６月７日以降すべての検査箇所で暫定規制値を下回った

①国見町光明寺地点

福島第１原子力発電所（以下「発電所」という ）から直線距離で約６６ 離れて。 km

おり、５月１２日、２２日及び２９日の検査で暫定規制値を上回り、その後、同地点か

らの「たけのこ」の発生が終了したため、検体を採取することができなかった。

②国見町高城地点

暫定規制値を超過した検査地点（①国見町光明寺）からの直線距離が約１ｋｍで同一

斜面上にある地点であり、６月７日以降の検査結果は暫定規制値を下回っている。

③国見町西大枝地点

発電所から直線距離で約６４ 離れており、６月２０日の検査結果は暫定規制値をkm

下回っている。

【国見町の検査実施状況】 （単位：Bq/kg）

① ② ③
国見町光明寺 国見町高城 国見町西大枝採取 判明

セシウム セシウム セシウムヨウ素 ヨウ素 ヨウ素

5/ 9 5/12 1,640 － － － －未検出

5/19 5/22 1,030 － － － －未検出

5/26 5/29 630 － － － －未検出

6/ 2 6/ 7 － － 490 － －未検出

6/ 9 6/13 － － 450 － －未検出

6/16 6/20 － － 400 250未検出 未検出

※ 暫定規制値を超過した「①国見町光明寺」について、放射性物質の変化を検証するため継続的に検査

を実施したが、たけのこは自然発生するものであるため、6/7以降は検体を採取することができず検査

を行うことが出来なかった。

このため、超過地点「①国見町光明寺」から直線距離約1kmで、超過地点と同一斜面上にあり、かつ

空間放射線量も同等である「②国見町高城」を、超過地点の「 」と同一の検査ポイント①国見町光明寺

と見なして、6/7以降、検体を採取し継続的に検査を行った （この２地点の 新の空間放射線量データ。

は4/13のものであるが、各地で観測されている空間放射線量を見ると、３月中旬以降は一貫して減少傾

向にあることから、現時点においてこれら２地点の土壌中の放射性物質濃度が増加してはいないものと

判断した ）。

この結果、放射性セシウムの検出値が暫定規制値を下回っており、他の検査地点である「③国見町西



」 、 、 、大枝 においても 6/20の検査結果で 放射性セシウムの検出値が暫定規制値を下回っていることから

今回の申請を行った。

なお、仮に超過地点の「①国見町光明寺」からたけのこを出荷する場合は、出荷を行う前に検査を行

うこととする。

＜参考：空間放射線量データ（単位：μ （ ・国見町）＞Sv / h 4/13）

1m 0.85 1cm 1.3・①光明寺→地上 ： 地上 ：

1m 0.85 1cm 1.3・②高 城→地上 ： 地上 ：

1m 0.90 1cm 1.2・③西大枝→地上 ： 地上 ：

（２）天栄村

５月６日の検査結果において、天栄村飯豊の検査地点から暫定規制値を超える放射性物

質が検出されたことから、天栄村の「たけのこ」のモニタリング調査の強化と、今後の出

荷制限指示解除に向けた検証のため 「たけのこ」の発生状況を竹林所有者等に確認しな、

がら 「たけのこ」が発生している箇所はすべて検査するとの方針により、以下の４箇所、

について検査を行った結果、６月７日以降すべての検査箇所で暫定規制値を下回った。

①天栄村飯豊地点

、 、発電所から直線距離で約６８ 離れており ５月６日の検査で暫定規制値を上回りkm

その後、同地点からの「たけのこ」の発生が終了したため、検体を採取することができ

なかった。

②天栄村牧ノ内地点

発電所から直線距離で約７６ 離れており、５月２９日の検査で暫定規制値を上回km

ったが、検体を採取できた６月２０日の検査結果は、暫定規制値を下回っている。

③天栄村柿ノ内地点

暫定規制値を上回った検査地点（①天栄村飯豊）より、直線距離で約１ 、発電所km

に近い検査地点であり、５月２２日、２９日の検査で暫定規制値を下回り、その後、同

地点からの「たけのこ」の発生が終了したため、検体を採取することができなかった。

④天栄村高林地点

暫定規制値を上回った検査地点（①天栄村飯豊）より、直線距離で約１ 、発電所km

に近い検査地点であり、６月７日、１３日及び６月２０日の検査結果は、暫定規制値を

下回っている。

【天栄村の検査実施状況】 （単位：Bq/kg）

① ② ③ ④
天栄村飯豊 天栄村牧之内 天栄村柿之内 天栄村高林採取 判明

セシウム セシウム セシウム セシウムヨウ素 ヨウ素 ヨウ素 ヨウ素

5/ 2 5/ 6 1,040 － － － － － －未検出

5/12 5/15 － － 450 － － － －未検出

5/19 5/22 － － － － 280 － －未検出

5/26 5/29 － － 670 380 － －未検出 未検出

6/ 1 6/ 7 － － － － － － 181未検出

6/ 8 6/13 － － － － － － 149未検出

6/15,16 6/20 － － 129 － － 112未検出 未検出



※ 暫定規制値を超過した「①天栄村飯豊」について、放射性物質の変化を検証するため検査を実施した

が、たけのこは自然発生するものであるため、5/6の検査後、検体を採取することができず検査を行う

ことが出来なかった。

このため、超過地点「①天栄村飯豊」から直線距離約1kmで、超過地点と同一斜面上にあり、かつ空

間放射線量も同等である「③天栄村柿之内」及び「④天栄村高林」を、超過地点の「①天栄村飯豊」と

同一の検査ポイントと見なして、5/22以降、検体を採取し継続的に検査を行った （この３地点の 新。

の空間放射線量データは4/13のものであるが、各地で観測されている空間放射線量を見ると、３月中旬

以降は一貫して減少傾向にあることから、現時点においてこれら３地点の土壌中の放射性物質濃度が増

加してはいないものと判断した ）。

また、暫定規制値を超過した「②天栄村牧之内」についても、放射性物質の変化を検証するため検査

を実施したが、たけのこは自然発生するものであり、当該超過地点の代替地となりうる箇所においても

検体を採取することができず検査を行うことが出来なかったが、6/20の検査で検体を採取することがで

きたため検査を行ったところ、放射性セシウムの検出値が暫定規制値を下回っていることを確認するこ

とができた。この「②天栄村牧之内」の検査地点については、他の検査地点（①、③、④）より地上１

cmの空間放射線量が低く、土壌中の放射性セシウム濃度も低いと推定され、他の継続検査地点において

も暫定規制値を下回っていることを踏まえ、今回の申請を行った。

なお、仮に超過地点の「①天栄村飯豊」及び「②天栄村牧之内」からたけのこを出荷する場合は、出

荷を行う前に検査を行うこととする。

＜参考：空間放射線量データ（単位：μ （ ・天栄村）＞Sv / h 4/13）

1m 0.92 1cm 2.1・①飯 豊→地上 ： 地上 ：

1m 1.1 1cm 1.5・②牧之内→地上 ： 地上 ：

1m 0.92 1cm 2.1・③柿之内→地上 ： 地上 ：

1m 0.92 1cm 2.1・④高 林→地上 ： 地上 ：

３ 解除後のモニタリング計画

解除後においても、発電所からの放射性物質の放出が継続している間は、これまでの検

査で暫定規制値超過が判明した地点に加え 「たけのこ」の発生状況を確認しながら、町、

村内発生箇所において、１週間毎に検査を継続する。

＜解除後の当面の検査日程（採取日）＞ 6/23、6/30

また、福島県内で発生している「たけのこ」について、引き続き１週間毎に検査を継続

する。

４ 出荷管理

国見町及び天栄村のＪＡ、直販所等に対し、入荷先、販売先の記録の保存と必要に応じ

て当該記録の県への提出を求め、出荷先等を把握する。

また、これら取組が確実に行われるよう、これら販売先を巡回指導する。

さらに、国見町及び天栄村から出荷される「たけのこ」について、原産地として「国見

町 「天栄村」を表示するよう、ＪＡ、直売所等関係者に指導する。」、

こうした取組の過程で、万一不適切な事案が確認された場合は、速やかに是正措置を講

じる。

５ 出荷制限区域の「たけのこ」が出荷されないことの確保

次の対策に取り組むこととし、万一不適切な事案が確認された場合には、速やかに是正

措置を講じる。



（１）採取者対策

引き続き出荷制限指示が継続される８市町村については、これまで同様、採取者に対

し、一切の出荷を行わないよう周知する。

（２）流通対策

引き続きＪＡ、直販所、卸売り市場に対し、出荷制限指示が継続される８市町村のた

けのこ」を扱わないことや、産地の市町村名を確認の上、適切な表示により流通させる

ことを要請するとともに、これら流通拠点を巡回指導する。

また、定期的にネット上及び通販誌の監視を行い、出荷制限指示が継続されている

８市町村の「たけのこ」が販売されていないかを確認する。

６ モニタリング検査により暫定規制値を超える結果が判明した場合の対応

国見町及び天栄村の「たけのこ」の出荷自粛を要請するとともに、周辺地域への広がり

を確認するための検査を強化する。




